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問
／
不
正
受
給
の
調
査
か
ら
見
え
た
こ
と
は
何
か
。
市
の

責
任
を
ど
う
感
じ
る
か
。
返
還
も
含
め
た
対
処
は
。

答
／
コ
ロ
ナ
禍
で
経
営
環
境
は
悪
化
し
た
が
、
市
は
減
収

補
て
ん
や
指
定
管
理
委
託
料
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
た

の
で
、
雇
用
維
持
や
黒
字
化
は
可
能
で
あ
り
、
動
機
は
見

当
が
つ
か
な
い
。
不
正
受
給
の
責
任
は
関
与
者
に
あ
り
、

市
に
責
任
は
な
い
と
考
え
る
。
返
還
原
資
は
、
関
与
者
か

ら
１
人
１
，
５
０
０
万
円
ず
つ
借
り
入
れ
て
返
還
に
充
て

た
。
残
る
返
還
金
は
、
受
給
し
た
従
業
員
か
ら
の
返
還
や

内
部
留
保
の
取
り
崩
し
な
ど
で
行
う
と
聞
い
て
い
る
。

問
／
三
セ
ク
は
、
も
と
も
と
地
域
の
活
性
化
な
ど
の
目

的
で
設
立
さ
れ
た
経
緯
や
経
営
の
専
門
性
等
脆
弱
性
を

持
っ
て
い
る
。
市
の
関
与
方
針
は
、「
こ
れ
以
上
金
も
人

も
出
さ
な
い
、
た
だ
株
主
と
し
て
口
だ
け
は
出
す
」
こ
と
。

こ
れ
で
は
、
三
セ
ク
は
や
っ
て
い
け
な
い
。

答
／
責
任
者
が
経
営
の
全
般
的
な
責
任
を
負
え
る
状
況

に
な
い
三
セ
ク
や
、
職
員
数
が
少
な
く
人
員
の
固
定
化
な

ど
で
業
務
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
働
か
な
い
三
セ
ク
も
あ

る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
徹
底
や
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強

化
な
ど
、
関
与
方
針
の
見
直
し
を
進
め
る
。

　
市
内
経
済
へ
の
更
な
る
支
援
を

問
／
電
気
・
ガ
ス
な
ど
の
高
騰
、
加
え
て
ゼ
ロ
ゼ
ロ
融
資

返
済
が
始
ま
り
市
内
経
済
は
厳
し
い
。
支
援
強
化
を
。

答
／
全
体
と
し
て
回
復
傾
向
だ
が
、
返
済
で
厳
し
い
事
業

者
も
あ
る
。
要
望
を
踏
ま
え
取
り
組
み
を
強
化
す
る
。

問
／
当
市
は
、
こ
の
10
年
間
で
技
術
者
と
し
て
家
族
を
帯

同
し
た
外
国
人
労
働
者
が
大
幅
に
増
え
た
。
生
活
環
境
整

備
と
共
生
す
る
ま
ち
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
る
か
。

答
／
令
和
５
年
２
月
末
で
２
，
０
１
９
人
と
倍
増
し
て
い

る
。
上
越
国
際
交
流
協
会
と
連
携
し
、
生

活
相
談
や
日
本
語
教
室
の
開
催
等
の
支
援

を
行
っ
て
い
る
。
今
後
は
先
進
地
視
察
を

行
い
、
更
に
充
実
し
た
支
援
を
図
り
た
い
。

問
／
子
ど
も
の
教
育
環
境
や
日
本
語
支
援
の
課
題
は
。

答
／
就
学
・
編
入
時
に
簡
単
な
日
本
語
や
習
慣
を
伝
え
る

講
座
を
上
越
国
際
交
流
協
会
に
委
託
し
、
ま
た
、
子
ど
も

の
多
い
学
校
に
は
県
の
日
本
語
指
導
加
配
教
員
や
日
本

語
支
援
員
を
派
遣
し
、
実
態
に
応
じ
対
応
し
て
い
る
。

問
／
学
校
支
援
は
協
会
に
委
託
せ
ず
、
教
育
委
員
会
自
ら

担
わ
な
い
と
、
課
題
・
問
題
が
見
え
な
い
の
で
は
。

答
／
体
制
を
見
直
し
、
子
ど
も
の
支
援
充
実
を
進
め
る
。

　
「
子
の
看
護
休
暇
」
を
使
え
る
制
度
に

問
／
市
職
員
の
子
の
看
護
休
暇
の
取
得
状
況
は
ど
う
か
。

答
／
毎
年
、
職
員
は
３
０
０
人
程
、
会
計
年

度
任
用
職
員
は
１
０
０
人
程
取
得
し
て
い
る
。

問
／
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
無
給
の
た
め

年
次
有
給
休
暇
で
対
応
す
る
人
が
多
い
と
聞
く
。
出
産
・

子
育
て
支
援
に
繋
げ
る
た
め
、
有
給
に
し
、
当
市
全
体
に

も
波
及
さ
せ
て
ほ
し
い
が
ど
う
か
。

答
／
休
暇
を
有
給
に
で
き
る
よ
う
全
力
を
尽
く
す
。

問
／
上
越
市
の
地
域
自
治
は
、
自
治
基
本
条
例
で
定
め
て

い
る
都
市
内
分
権
で
あ
り
、
地
域
自
治
区
制
を
採
用
す
る

と
と
も
に
、
地
域
協
議
会
と
総
合
事
務
所
を
置
く
と
し
て

い
る
。
今
は
、
本
来
目
指
し
て
い
る
そ
の
仕
組
み
と
意
義

が
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
再
度
、
行
政
・
議
会
・
市
民

で
確
認
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
／
自
治
基
本
条
例
の
都
市
内
分
権
が
当
市
の
地
域
自

治
の
根
幹
と
考
え
、
地
域
自
治
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立

ち
上
げ
て
検
討
し
て
い
る
。

問
／
「
地
域
独
自
の
予
算
」
を
令
和
５
年
度
か
ら
導
入
す

る
が
、
地
域
協
議
会
や
総
合
事
務
所
の
あ
り
方
の
検
討
が

先
で
は
な
か
っ
た
か
。

答
／
地
域
活
動
の
活
性
化
を
図
る
た
め
「
地
域
独
自
の
予

算
」
を
導
入
し
た
も
の
で
、
今
後
、
議
会
や
地
域
の
意
見

を
聞
き
な
が
ら
工
夫
・
改
善
し
て
い
き
た
い
。

　
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
活
用
し
て
は
ど
う
か

問
／
地
域
自
治
は
、
市
長
の
言
う
と
お
り
「
地
域
の
こ
と

は
地
域
が
決
め
実
行
す
る
」
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
実
行
す
る
住
民
組
織
等
が
重
要
で
あ
る
。
市
と
し

て
そ
れ
ら
に
地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
派
遣
し
て
い
く
考

え
は
な
い
か
。

答
／
住
民
組
織
の
活
動
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。
現
状
を

把
握
し
、
強
化
し
て
い
く
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
派
遣
も

一
つ
の
手
段
と
は
考
え
る
が
、
協
力
隊
員
の
任
期
後
も
考

慮
し
た
上
で
検
討
し
て
い
く
。

上
野　
公
悦（
日
本
共
産
党
議
員
団
）

不
正
受
給
の
検
証
と
市
の

関
与
方
針
の
見
直
し
を

高
山　
ゆ
う
子
（
み
ら
い
）

多
文
化
共
生
の

ま
ち
づ
く
り
と
は

栗
田　
英
明
（
政
新
ク
ラ
ブ
）

当
市
の
都
市
内
分
権
を

再
確
認
す
る


